
外国人を取り巻く現状について

令和３年２月２４日
出入国在留管理庁

外国人との共生社会の実現のための有識者会議（第１回）

資料３
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在留外国人数 外国人労働者数 総人口に占める割合

平成20年９月 いわゆるリーマン・ショック

※ 在留外国人数は，平成２３年までは外国人登録者数を，平成２４年以降は在留外国人数をそれぞれ示している。
※ 外国人労働者数は，厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」（各年１０月末現在の統計）による（ 外国人雇用状況の届出
制度は，平成１９年１０月１日から開始されているため，平成２０年以降の推移を示している。 ）。

※ 「総人口」は，各年１０月１日現在人口推計（総務省統計局）によるものである。

昭和 平成

１

令和

平成23年３月 東日本大震災

令和２年 新型コロナウイルス感染症の流行

平成24年７月
新しい在留管理制度の導入

平成２年６月
在留資格の整備

（千人）

令和２年６月末
288万5,904人

令和元年末
293万3,137人

172万4,328人

48万6,398人

（%）

2.32%

0.80%

平成22年７月
「技能実習」在留資格の創設
「留学」と「就学」の一本化
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平成29年11月
技能実習法の施行

平成31年４月
「特定技能」制度の創設



令和２年（２０２０年）６月末

外国人登録者数：２０８万７,２６１人

２

在留外国人数：２８８万５,９０４人

※ 平成２２年末の外国人登録者数（２０８万７,２６１人）は，外国人登録者数のうち中長期在留者に該当し得る在留資格をもって在留する者及び特別
永住者の数である。

※ 平成２２年末の「技術及び人文知識・国際業務」の数は，「技術」及び「人文知識・国際業務」の数を合算したものである。
※ 平成２２年末の「技能実習及び研修」の数は，「技能実習」，「特定活動」（技能実習）及び「研修」の数を合算したものである。

平成２２年（２０１０年）末

「技能実習」及び「技術・人文知識・国際業務」 の構成比が大幅に上昇（「技能実習」：７．６％→１３．９%，「技
術・人文知識・国際業務」：５．５％→１０．０％）している。

１０年後

永住者

800,872 人

27.8%

技能実習

402,422 人

13.9%

特別永住者

309,282 人

10.7%

技術・人文知識・

国際業務

288,995 人

10.0%

留学

280,273 人

9.7%

定住者

203,847 人

7.1%

家族滞在

200,299 人

6.9%

日本人の

配偶者等

143,759 人

5.0%

特定活動

72,440 人

2.5%

永住者の

配偶者等

42,207 人

1.5%

その他

141,508 人

4.9%

永住者

565,089人

27.1%

特別永住者

399,106人

19.1%
留学

201,511人

9.7%

日本人の

配偶者等

196,248人

9.4%

定住者

194,602人

9.3%

技能実習及び研修

159,431人

7.6%

家族滞在

118,865人

5.7%

技術及び

人文知識・国際業務

115,059人

5.5%

技 能

30,142人

1.4%

特定活動

（技能実習除く）

22,294人,1.1%

その他

84,914人

4.1%



３

※ 平成２２年末の外国人登録者数（２０８万７,２６１人）は，外国人登録者数のうち中長期在留者に該当し得る在留資格をもって在留する者及び特別
永住者の数である。

※ 「韓国・朝鮮」について，平成２３年末の統計までは，外国人登録証明書の「国籍等」欄に「朝鮮」の表記がなされている者と「韓国」の表記がな

されている韓国籍を有する者を合わせて「韓国・朝鮮」として計上していたが，平成２４年末の統計からは，在留カード等の「国籍・地域」欄に「韓

国」の表記がなされている者を「韓国」に，「朝鮮」の表記がなされている者を「朝鮮」に計上している。

※ 「台湾」について，台湾の権限ある機関が発行した旅券等を所持する者は，平成２４年７月８日までは外国人登録証明書の「国籍等」欄に「中国」

の表記がなされていたが，同年７月９日以降は，在留カード等の「国籍・地域」欄に「台湾」の表記がなされており，平成２４年末の統計からは「台

湾」の表記がなされた在留カード等の交付を受けた者を「台湾」に計上している。

令和２年（２０２０年）６月末平成２２年（２０１０年）末

外国人登録者数：２０８万７,２６１人

中国

678,391 人

32.5%

韓国・朝鮮

560,799 人

26.9%

ブラジル

228,702 人

11.0%

フィリピン

200,208 人

9.6%

ペルー

52,385 人

2.5%

米国

49,821 人

2.4%

ベトナム

41,354 人

2.0%

タイ

38,240 人

1.8%

インドネシア

24,374 人

1.2%

インド

21,723 人

1.0%
その他

191,264 人

9.2%

中国

786,830 人

27.3%

韓国

435,459 人

15.1%

ベトナム

420,415 人

14.6%

フィリピン

282,023 人

9.8%

ブラジル

211,178 人

7.3%

ネパール

95,367 人

3.3%

インドネシア

66,084 人

2.3%

台湾

59,934 人

2.1%

米国

57,214 人

2.0%

タイ

53,344 人

1.8%

その他

418,056 人

14.5%

「ベトナム」 の構成比が，大幅に上昇（２．０％→１４．６％）している。

在留外国人数：２８８万５,９０４人
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②就労目的で在留が認められる者 約36.0万人
(いわゆる「専門的・技術的分野」）
・一部の在留資格については，上陸許可の基準を「我が国の産業及び
国民生活に与える影響その他の事情」を勘案して定めることとされてい
る。

①身分に基づき在留する者 約54.6万人
(｢定住者｣（主に日系人），「永住者」，「日本人の配偶者等」等)
・これらの在留資格は在留中の活動に制限がないため，様々な分野で
報酬を受ける活動が可能。

③特定活動 約4.6万人
（ＥＰＡに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者，ワーキングホリ
デー，外国人建設就労者，外国人造船就労者等）
・「特定活動」の在留資格で我が国に在留する外国人は，個々の許可
の内容により報酬を受ける活動の可否が決定。

④技能実習 約40.2万人
・技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。
・平成22年7月1日施行の改正入管法により，技能実習生は入国１年
目から雇用関係のある「技能実習」の在留資格が付与されることになっ
た（同日以後に資格変更をした技能実習生も同様。）。

⑤資格外活動（留学生のアルバイト等） 約37.0万人
・本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内（1週28時間以内等）で，
相当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可。

厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」に基づく集計（各年10月末現在の統計） ４

（千人）

■①身分に基づき在留する者
■②就労目的で在留が認められる者
■③特定活動
■④技能実習
■⑤資格外活動

172万4,328人

108万3,769人

48万6,398人



（概要）・法務省に外国人の受入れ環境整備に関する総合調整機能を付与（閣議決定）
・「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」の設置（閣議口頭了解）

（背景）外国人の増加，定住化，子どもの定住化等が見込まれる一方で，課題が顕在化
（概要）上記背景を受け，社会の一員として日本人と同様の公共サービスを享受し生活できるような環境を整備する必要
があることから，①外国人が暮らしやすい地域社会づくり，②外国人の子どもの教育の充実，③外国人の労働環境の改
善，社会保険の加入促進等及び④外国人の在留管理制度の見直し等の施策を実施することとした。

１ 平成１８年１２月２５日 「『生活者としての外国人』に関する総合的対応策」 （外国人労働者問題関係省庁連絡会議）１ 平成１８年１２月２５日 「『生活者としての外国人』に関する総合的対応策」 （外国人労働者問題関係省庁連絡会議）

（概要）外国人材の受入れ・共生のための取組を，政府一丸となって，より強力に，かつ，包括的に推進していく観点か
ら，①外国人との共生社会の実現に向けた意見聴取・啓発活動等，②生活者としての外国人に対する支援，③外国人材の
適正・円滑な受入れの促進に向けた取組及び④新たな在留管理体制の構築等の施策を実施することとした。

５ 平成３０年１２月２５日 「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」（１２６施策）
（外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定） 以後，２回改訂

５ 平成３０年１２月２５日 「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」（１２６施策）
（外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定） 以後，２回改訂

「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和２年度改訂）」（１９１施策）「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和２年度改訂）」（１９１施策）
５

（背景）日系人等の定住外国人がリーマン・ショックで教育，雇用等の様々な面で深刻な影響を受ける。
（概要）上記背景を受け，政府は，上記の対策や「定住外国人支援に関する対策の推進について」（平成２１年４月）を
取りまとめ，教育，雇用，住宅，帰国支援，国内外における情報提供等の各種施策を講じた。

２ 平成２１年１月３０日 「定住外国人支援に関する当面の対策について」（内閣府）２ 平成２１年１月３０日 「定住外国人支援に関する当面の対策について」（内閣府）

（概要）日系定住外国人を日本社会の一員として受け入れるための施策の基本指針を策定し，「①日本語で生活できるた
めに②子どもを大切に育てていくために③安定して働くために④社会の中で困ったときのために⑤お互いの文化を尊重
するために」の５つの分野に係る施策について検討することとした。その後，基本指針に掲げた施策を具体化すること
を目的として行動計画を策定した（なお，平成２６年３月には「日系定住外国人施策の推進について」を策定し，上記
の基本指針と行動計画を一本化〔日系定住外国人施策推進会議〕）。

３ 平成２２年８月３１日 「日系定住外国人施策に関する基本指針」 （日系定住外国人施策推進会議）
平成２３年３月３１日 「日系定住外国人施策に関する行動計画」 （日系定住外国人施策推進会議）

３ 平成２２年８月３１日 「日系定住外国人施策に関する基本指針」 （日系定住外国人施策推進会議）
平成２３年３月３１日 「日系定住外国人施策に関する行動計画」 （日系定住外国人施策推進会議）

４ 平成３０年７月２４日 外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議 設置４ 平成３０年７月２４日 外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議 設置


